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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年３月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年６月２９日 １４時１０分ごろ 

発生場所 静岡県湖西市競艇新大橋北方付近 

舞阪灯台から真方位３０６°１.７海里付近 

 （概位 北緯３４°４１.７３′ 東経１３７°３５.１１′） 

事故調査の経過  平成２６年７月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート 飛天
ひ て ん

、５トン未満 

   ２４２－２２２６４静岡、個人所有 

   ８.５５ｍ（Lr）×２.５０ｍ×０.９２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１５４.００kＷ、平成９年８月 

Ｂ プレジャーボート ＶＩＣＴＯＲＹ
ヴ ィ ク ト リ ー

－Ⅲ、５トン未満 

２４３－２４５８６静岡、個人所有 

      ６.５８ｍ（Lr）×２.３７ｍ×１.４１ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、８４.６０kＷ、平成５年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６９歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５８年１１月２４日 

    免許証交付日 平成２６年１月２０日 

           （平成３１年１２月１２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６６歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２年１月１１日 

    免許証交付日 平成２４年６月２５日 

           （平成３０年３月１０日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（同乗者Ｂ１）、軽傷 １人（同乗者Ｂ２） 

 損傷 Ａ 船首船底に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾外板に割損、船外機上部カバーに割損等 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣りを終えて湖西市所在のマリ

ーナ（以下「Ａ船マリーナ」という。）へ戻るため、静岡県浜名湖の
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南部に位置する湖西市新居、浜松市弁天島等の間にある水路（以下

「本件水路」という。）に沿って約７ノット（kn）の対地速力で北北

西進していた。 

 船長Ａは、Ａ船の右舷側に設けられた操縦席に腰を掛けて操船して

いたところ、競艇新大橋（以下「本件橋」という。）北方に停泊して

釣りを行っている船舶（以下「Ｃ船」という。）を認めた。 

 Ａ船は、本件橋の橋脚間を通過した直後、平成２６年６月２９日１

４時１０分ごろ、Ａ船の船首とＢ船の船尾とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂ１、同乗者Ｂ２及び同乗

者Ｂ３を乗せ、船長Ｂが操船を行い、同乗者Ｂ１が右舷船尾のシート

に、同乗者Ｂ２が左舷船尾のシートにそれぞれ腰を掛け、湖西市所在

のマリーナ（以下「Ｂ船マリーナ」という。）を出航した。 

 Ｂ船は、本件水路を南進するつもりで、本件橋につながる道路に沿

った水路を東進していた。 

 船長Ｂは、本件橋の西端付近に達したとき、本件橋及び東海道新幹

線等の鉄橋の橋脚の隙間から、北進して来るＡ船を認めた。 

船長Ｂは、本件橋の下でＡ船とすれ違うのが嫌だったので、クラッ

チを中立にしてＢ船を左転させ、本件橋の北側で船首を北方に向けて

停船し、Ａ船の通過を待つこととした。 

 船長Ｂは、Ｂ船が停船しているのでＡ船がＢ船を避けてくれるもの

と思っていたが、Ａ船が更に接近して来るので、クラッチを前進に入

れて避けようとしたものの、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 船長Ｂは、同乗者２人の負傷を認めたので、Ｂ船マリーナに戻るこ

ととし、同マリーナへ連絡を取って救急車等の要請を依頼した。 

同乗者Ｂ１及び同乗者Ｂ２は、Ｂ船マリーナから、ヘリコプター及び

救急車で病院へ搬送され、同乗者Ｂ１が腹部打撲傷等と、同乗者Ｂ２が

左肋骨骨折等とそれぞれ診断された。 

 船長Ａは、Ａ船でＢ船の後を追走し、Ｂ船マリーナへ入航しようと

したものの、Ｂ船マリーナの出入口が狭くて入航できなかったので、

Ａ船をＡ船マリーナに入港させた後、陸路でＢ船マリーナへ向かっ

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ４ 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 その他の事項  本件水路には、南側から国道１号線の西浜名橋、遊歩道の西浜名

橋、東海道線の鉄橋、東海道新幹線の鉄橋及び本件橋が順に架けられ

ており、各橋の橋脚が水路の側端を示していて、水路の幅が約３５ｍ

であった。 

 船長Ａは、本件水路を航行するときは、いつも慎重に操船するよう

にしていたが、本事故当時、前方の見張りをしていたつもりであった
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ものの、Ｂ船には気付かなかった。 

 Ａ船は、約７kn の速力で航行すると船首が浮上し、船首方に死角を

生じていたが、船首方が全く見えなくなる状況ではなく、また、船長

Ａもそのことを承知した上で、目線を遠方に向けるなどして見張りを

行っていた。 

 船長Ａは、本件橋付近を航行中、船首が更に浮上するような速力変

更をしなかった。 

 Ａ船のＧＰＳプロッターには、本事故時に停船した後、Ａ船が風潮

流により東方へ流された航跡が残っていた。 

 船長Ｂは、本事故後、同乗者Ｂ１及び同乗者Ｂ３から、衝突前に同乗

者Ｂ１が、Ａ船に向かって手を振って注意を喚起していたことを聞い

た。 

 船長Ｂは、本事故発生海域で事故が多いことを知っており、本事故

発生海域を航行する際に、慎重に航行するようにしていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ あり 

 Ａ船は、本件橋北方付近を北北西進中、船長Ａが、船首方にＣ船以

外の他船はいないものと思い、漂泊してＡ船の進路方向へ圧流されて

来たＢ船に気付かなかったことから、Ｂ船と衝突した可能性があると

考えられる。 

 船長Ａは、Ｂ船が、橋脚の背後となる場所に停船したことも、Ａ船

の進路方向へ圧流されて来たことにも気付かなかった可能性があると

考えられるが、Ｂ船に気付かなかった状況を明らかにすることはでき

なかった。 

 Ｂ船は、本件橋の北方付近で停船して漂泊中、船長Ｂが、Ａ船が漂

泊しているＢ船を避けてくれると思い込んでいたことから、漂泊を続

け、接近するＡ船を避けようとしようとしてクラッチを前進に入れた

ものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、Ａ船のＧＰＳプロッターに、本事故時に停船した際、風潮

流の影響で東方へ圧流された航跡が残っていたことから、停船して漂

泊中に同様の影響を受け、Ａ船の進路方向へ圧流されたものと考えら

れる。 

原因  本事故は、本件橋の北方付近において、Ａ船が北北西進中、Ｂ船が

漂泊中、船長Ａが、船首方にＣ船以外の他船はいないものと思い、漂

泊してＡ船の進路方向へ圧流されて来たＢ船に気付かず、また、船長

Ｂが、Ａ船が漂泊しているＢ船を避けてくれるものと思い込んでいた

ため、漂泊を続け、接近するＡ船を避けようとしてクラッチを前進に

入れたものの、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ



 

- 4 - 

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・障害物があるため他の船舶を見ることができない水域に接近する

場合は、十分に注意して航行すること。 

・接近する他船を認めた場合には、衝突のおそれの有無を判断し、

必要な場合には早めに避航動作を採ること。 

・停船して避航する際は、風潮流の影響を考慮すること。 

 

 

付図１ 事故発生経過概略図 
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